
市税条例の一部改正による
個人市民税の減免措置の廃止

地球温暖化対策条例の一部改正

11月市会の報告
　11月市会では、9月市会において継続審査とし
た市税条例の一部改正や市長から提出された
令和２年度一般会計補正予算などの議案につい
て、常任委員会や予算特別委員会で詳しく審査し
たうえで、本会議で可決しました。

　税の公平性の観点や減免措置の廃止による福祉施策へ
の影響、令和6年以降の経過措置などについて、常任委員
会で様 な々観点から徹底的に議論しました。

　２０５０年二酸化炭素の排出量正味ゼロの目標実現に向けて
対策をさらに推進するため、条例を改正しました。

～脱炭素社会の実現に向け、あらゆる
　主体と共に、対策に取り組むことを宣言。～

　感染の再拡大を踏まえて、中小企業や宿泊施設等を支援するとともに、ひとり親世帯への
臨時特別給付金を再支給することとしました。
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12月１日の本会議で9名の議員が代表質問を行いました！
　本会議において、議員が各会派を代表して、市長等に対し、市政
のあらゆる事業や取組等について、現在の状況や将来に向けての
方針等の確認、政策提案などを行うものです。

主な代表質問を
2・3面で紹介します！ 代表質問とは

？

具体的な経過措置の内容が見られない。経過措置の決定時期や適用
の判断基準を明確にしておくべき。

影響を受ける市民の状況を把握したうえで、できる限り負担
とならないよう財源を確保し、柔軟に対応するべき。

機運を高める観点
から、市役所が率
先して地球温暖化
対策を実施すべき。

旅館など様々な宿泊
施設が偏りなく利用
されるよう PR の手
法を検討すべき。

新型コロナウイルス感染症対策等補正予算
（第６弾  １億 4,000 万円）（第７弾  ２億 1,700 万円）

閑散期を迎え苦境にある観光関連事
業者を支援するため、府市協調で平
日の宿泊観光を促進し、消費喚起に
つなげるためのキャンペーンを行う。
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・本市の 2030 年度の目標
　を確実に達成するため、  
  施策ごとの目標を定め、

　　　年度ごとに検証すること。

・公共事業・施設での再生可能エ
　ネルギー導入の計画を示すこと。

　市会として気候非常事態を宣言するとともに、市民
や事業者等と危機感や目標を共有し、自主的・積極的
に地球温暖化対策に取り組みます。
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・福祉施策の影響への対応に全力で取り組
　むとともに、検討経過を市会に報告する
　など、議論を尽くすこと。
・必要な福祉サービスを提供
　できるよう柔軟で適切な
　措置を行い、財源の確保に 
   努めること。
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※付帯決議…可決した議案に 
付ける、市会から市長への
意見や要望のこと

※決議…市会としての意思表示・意見表明
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1 年に7回、市民しんぶん（区版）に挟み込んで配布しています！

11月市会の詳しい
 審議結果は、４面へ！


